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都
で
は
、
高
校
や
大
学
な
ど
に

入
学
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い

る
母
子
家
庭
の
母
親
に
、
就
学
支

度
資
金
や
修
学

資
金
な
ど
の
貸

し
付
け
を
行
っ

て
い
ま
す
。
な

お
、
既
に
在
学

し
て
い
る
場
合

で
も
利
用
で
き
ま
す
。

　
【
貸
し
付
け
対
象
】都
内
に
６
カ

月
以
上
在
住
す
る
母
子
家
庭
の
母

親
で
、　

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を

２０

　

市
で
は
、
都
市
計
画
道
路
小
金

井
久
留
米
線
（
東
３
・
４
・　

号
１９

線
）
の
沿
道
に
つ
い
て
、
都
市
計

画
法
第　

条
に
基
づ
く
地
区
計
画

１７

（
案
）
の
縦
覧
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
当
該
地
区
の
都
市
計
画
用

途
地
域
、
高
度
地
区
、
防
火
地
域

及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
（
案
）

の
縦
覧
を
併
せ
て
行
い
ま
す
。

　

同
案
に
つ
い
て
関
係
市
町
村
の

住
民
お
よ
び
利
害
関
係
人
は
、
縦

覧
期
間
の
満
了
日
ま
で
に
、
縦
覧

に
供
さ
れ
た
都
市
計
画
の
案
に
つ

い
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
【
縦
覧
期
間
・
場
所
】
土
曜
・
日

曜
日
を
除
く
２
月　

日
（
火
）
～

２３

３
月
９
日
（
火
）
の
午
前
８
時
半

～
午
後
５
時
、
都
市
計
画
課
（
市

役
所
５
階
）

認

可

保

育

所 

４
月
入
所
欠
員
補
充
分

の

受

け

付

け

　

【
受
付
期
間
】２
月
１
日（
月
）～

　

日
（
金
）
の
午
前
９
時
～
午
後

２６４
時
半
（
正
午
～
午
後
１
時
と
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

【
受
付
会
場
】
保
育
課
（
市
役
所

２
階
）

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
入
所
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん

東
久
留
米
駅
北
口
改
修

工
事
に
伴
い
、
新
た
に 

保
育
園
の
設
置
を
予
定

　

東
久
留
米
駅
北
口
の
改
修
工
事

に
伴
い
、
認
可
保
育
園
の
設
置
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
現
在
、　

年
２２

６
月
の
開
園
を
目
指
し
て
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。

　
【
事
業
概
要
】
認
可
保
育
所
（
民

設
民
営
園
）「（
仮
称
）
東
久
留
米

　

小
・
中
学
校
で
は
、
保
護
者
の

皆
さ
ん
か
ら
納
入
さ
れ
る
給
食
費

　

認
証
保
育
所
や
保
育
室
、
家
庭

福
祉
員
と
い
っ
た
保
育
施
設
は
、

都
ま
た
は
市
の
設
置
基
準
を
満
た

し
、
安
全
面
や
衛
生
面
に
十
分
配

慮
し
運
営
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

都
お
よ
び
市
が
運
営
費
の
一
部
を

補
助
し
て
い
ま
す
。

　

利
用
を
希
望
す
る
方
は
、
認
証

保
育
所
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）、
保
育
室
、

家
庭
福
祉
員
へ
直
接
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
（
下
表
参
照
）。

認
証
保
育
所
Ａ
型
・
Ｂ
型

　

認
証
保
育
所
と
は
、
大
都
市
特

有
の
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ
に
柔
軟

に
応
え
る
た
め
、
都
が
独
自
の
基

準
を
設
け
て
認
証
し
た
保
育
所
で

す
。
１
人
当
た
り
の
面
積
や
職
員

配
置
基
準
等
は
、
認
可
保
育
所
の

基
準
に
準
じ
て
い
ま
す
。
入
所
に

関
し
て
は
、
就
労
証
明
や
所
得
証

明
が
必
要
の
な
い
Ａ
型
（
零
歳
～

５
歳
児
）
と
必
要
な
Ｂ
型
（
零
歳

～
２
歳
児
）
が
あ
り
ま
す
。

保

育

室

　

保
育
室
と
は
、
定
員　

人
未
満

３０

の
小
規
模
な
保
育
施
設
で
、
柔
軟

で
き
め
細
や
か
な
保
育
を
特
徴
と

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
達

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
大
切
に
し

な
が
ら
、
集
団
生
活
の
ル
ー
ル
も

身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
心
掛
け

て
い
ま
す
。

家

庭

福

祉

員

　

家
庭
福
祉
員
と
は
、
保
育
士
や

教
員
の
資
格
を
持
つ
保
育
経
験
の

豊
富
な
方
で
、
自
宅
な
ど
に
育
児

専
用
室
を
設
け
て
、
３
歳
未
満
の

お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
て
い
ま

す
。
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で
、

ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
大
切
に
し
、
ま

駅
前
保
育
園
」

　
【
開
所
日
お
よ
び
開
所
時
間
】月

曜
～
土
曜
日
の
午
前
７
時
～
午
後

８
時
（
午
後
６
時
～
８
時
は
延
長

保
育
）

　
【
受
け
入
れ
年
齢
】
零
歳
児
（
生

後　

日
以
上
か
ら
）
～
未
就
学
児

５７

　
【
定
員
】零
歳
児
が
６
人
▼
１
歳

児
が　

人
▼
２
歳
児
が　

人
▼
３

１０

１１

歳
児
が　

人
▼
４
歳
児
が　

人
▼

１１

１１

５
歳
児
が　

人
１１

　

※
一
時
保
育
（
一
時
預
か
り
）

の
詳
細
は
未
定
で
す
。

　
【
ご
注
意
】工
事
の
進
捗
状
況
や
、

検
査
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
開
園

時
期
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す東

久
留
米
駅
北
口
設
置

の
新
園
入
所
申
し
込
み

の
初
回
受
け
付
け

　
【
受
け
付
け
期
間
】
４
月
１
日

（
木
）
～　

日
（
木
）
の
午
前
９

１５

時
～
午
後
４
時
半
（
正
午
～
午
後

１
時
と
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

　
【
ご
注
意
】初
回

受
け
付
け
は
、
新

園
が
第
１
希
望

の
方
の
み
申
請

を
受
け
付
け
ま

す
　

※
在
園
児
の
転
所
希
望
の
申
し

込
み
と
、　

年
度
の
入
所
申
し
込

２２

み
を
既
に
済
ま
せ
て
い
る
方
の
希

望
園
の
変
更
は
、
同
期
間
内
で
受

け
付
け
ま
す
。
な
お
、
７
月
以
降

の
入
所
申
し
込
み
は
、
既
存
園
と

同
様
、
入
所
希
望
月
の
前
月
の
１

日
～　

日
に
受
け
付
け
ま
す
。

１５

　
【
受
け
付
け
会
場
】
保
育
課
（
市

役
所
２
階
）

　

※
入
所
申
込
書
は
３
月
か
ら
同

課
で
配
布
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
管
理
係
緯
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

た
、
散
歩
や
外
遊
び
に
も
出
か
け

て
、
伸
び
伸
び
と
保
育
し
て
い
ま

す
。家

庭
福
祉
員
を
募
集
し
ま

家
庭
福
祉
員
を
募
集
し
ま
すす

　
【
募
集
人
員
】
１
人

　
【
対
象
】次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
方
。
①
保
育
士
、
看
護
師
、

の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
保

育
経
験
の
あ
る
方
②
市
内
居
住
の

満　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方
③
家

２５

６２

庭
に
６
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の
い

な
い
方
④
保
育
専
用
ス
ペ
ー
ス
と

し
て
９
・
９
平
方
㍍
（
６
畳
）
以

上
を
１
階
に
有
す
る
こ
と

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
と
資
格
証

明
書
の
写
し
を
保
育
課
（
市
役
所

２
階
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
し
込
み
受
け
付
け
後
、
名

簿
に
登
録
し
、
面
接
・
自
宅
調
査

を
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係
緯
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

　

※
縦
覧
期
間
中
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　
【
意
見
書
の
提
出
】
地
区
計
画

（
案
）、
都
市
計
画
高
度
地
区
、
防

火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更

（
案
）
は
、
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
２
月　

日
（
火
）
～
３
月
９
日

２３

（
火
）
に
同
課
に
持
参
ま
た
は
提

出
期
間
中
に
（
必
着
）、
〒
２
０
３

－

８
５
５
５
、
市
役
所
都
市
計
画

課
あ
て
郵
送
を

　

都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

（
案
）に
つ
い
て
の
意
見
書
提
出
先

は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ

く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
に
な
り

ま
す（
同
課
で
縦
覧
も
で
き
ま
す
）。

　

詳
し
く
は
市
都
市
計
画
課
緯
４

７
０
・
７
７
６
８
ま
た
は
都
都
市

計
画
課
緯　

・
５
３
８
８
・
３
２

０３

２
５
へ
。

扶
養
し
て
い
る
方

　

※
保
証
人
が
必
要
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
【
貸
し
付
け
・
償
還
の
条
件
】
無

利
子
で
、
お
子
さ
ん
が
卒
業
後
６

カ
月
据
え
置
き
の
後
、
月
賦
等
で

償
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す

　
【
ご
注
意
】事
前
に
ご
相
談
を
頂

く
た
め
、
予
約
を
お
願
い
し
ま
す

　

申
し
込
み
は
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
２
階
）
の
母
子
自
立
支

援
員
へ
。

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

で
安
全
な
食
材
を
購
入
し
、
栄
養

や
衛
生
的
な
調
理
を
行
な
い
、
児

童
・
生
徒
へ
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
学
校
給
食
を
提
供
し
て
い
ま

す
。

　

学
校
給
食
費
は
、
納
め
忘
れ
が

な
い
よ
う
、
納
入
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
事
情
で
納
入
が
困
難
な

　２月は児童手当・児童育成手当
の定例払い月です。２１年１０月～２２
年１月分の手当を振込み予定日に
指定金融機関へ振り込みます。
　【振込み予定日】児童手当が２月
１０日（水）、児童育成手当が２月１５
日（月）
　※利用金融機関によっては入金
が遅れる場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。
　詳しくは子育て支援課助成係緯
４７０・７７３６へ。

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
特
別
な

事
情
も
な
く
国
民
健
康
保
険
税
を

滞
納
し
た
場
合
、
次
の
特
別
措
置

が
適
用
さ
れ
ま
す
。
事
情
が
あ
っ

て
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、
必
ず

保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）
ま

た
は
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
特
別
措
置
の
内
容
】①
現
在
お

使
い
の
被
保
険
者
証
を
返
還
し
て

い
た
だ
き
、短
期
被
保
険
者
証（
有

場
合
に
は
、
在
学
す
る
各
小
・
中

学
校
の
校
長
や
副
校
長
、
担
任
教

師
、
栄
養
士
（
中
学
校
は
学
務
課

内
〈
市
役
所
６
階
〉
の
栄
養
士
）

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
緯

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

効
期
間
が
短
い
被
保
険
者
証
）
を

交
付
し
ま
す
②
前
記
①
を
も
っ
て

も
改
善
さ
れ
な
い
と
き
は
、
資
格

証
明
書
の
交
付
や
保
険
給
付
の
一

部
ま
た
は
全
部
が
差
し
止
め
ら
れ
、

さ
ら
に
は
保
険
給
付
の
額
が
滞
納

保
険
税
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
緯
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

認証保育所・保育室・家庭福祉員一覧
定員電話番号所在地・住所名称・氏名

３０人４７５・０７７０
東本町１５崖２
ブランシール
第３東久留米１階

（Ａ型）
東久留米
プチ・クレイシュ

認
証
保
育
所 １７人４７５・３３５３

東本町８崖１０
誠ビル１階

（Ｂ型）
つくし共同保育園

１２人４７１・７４０２
金山町
２崖１０崖２０

た ん ぽ ぽ
保 育 園

保
育
室

５人４２３・７１４０学園町一丁目浜 名 紹 代

家
庭
福
祉
員

５人４７５・９５８７前沢二丁目宮 崎 ミ チ 子

４人４５８・１４７７前沢三丁目橋 本 聖 子

５人０８０・３１２７・５９３２浅間町三丁目佐 々 木 真 弓

５人４７６・２４２８柳窪五丁目相澤美香（注１）

５人４５７・８９６６中央町一丁目滝 澤 亜 弓

２人４７５・１０７９南町三丁目金 澤 羊 子

※保育対象年齢（入所時年齢）は、①認証保育所Ａ型が零歳～就学前、
　Ｂ型は零歳～２歳、②保育室・家庭福祉員が零歳～２歳です。
（注１）２１年度は休業。２２年４月から復帰予定。

保育所への入所保育所への入所をを
希望する方希望する方へへ

　

歳
前
の
傷
病
に 

２０よ
る
障
害
基
礎
年
金

　
　

歳
に
達
す
る
前
に
、
病
気

２０
や
ケ
ガ
の
初
診
日
（
初
め
て
医

師
の
診
療
を
受
け
た
日
）
が
あ

り
、
そ
の
病
気
や
ケ
ガ
に
よ
り
、

　

歳
到
達
時
に
政
令
で
定
め
る

２０１
、
２
級
の
障
害
状
態
に
該
当

す
る
場
合
は
、
請
求
に
よ
り
障

害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

申
請
窓
口
は
市
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
）
で
す
。
こ
の

障
害
基
礎
年
金
を
申
請
す
る
場

合
も
、　

歳
か
ら
の
国
民
年
金

２０

加
入
の
届
け
出
は
必
要
で
す
。

障
害
基
礎
年
金
の
申
請
に
は
、

障
害
の
部
位
に
よ
る
診
断
書
等

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、　
２０

歳
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、　

歳
に
達
す
る
前
に

２０

初
診
日
が
あ
り
、　

歳
に
達
し

２０

た
日
か
ら　

歳
に
達
す
る
日
の

６５

前
日
ま
で
に
一
定
の
障
害
状
態

に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、

そ
の
障
害
状
態
に
至
っ
た
日
か

ら
請
求
に
よ
り
、
障
害
基
礎
年

金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、　

歳
前
の
傷
病
に

２０

よ
る
障
害
基
礎
年
金
は
、
本
人

の
所
得
制
限
が
あ
る
場
合
や
、

そ
の
ほ
か
の
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
、
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
は
、

支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
緯
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課
緯
４

７
０
・
７
７
３
２
へ
。

東
京
都
母
子
福
祉
資
金
の

　
　

貸
し
付
け
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

就
学
支
度
資
金
や
修
学
資
金
な

就
学
支
度
資
金
や
修
学
資
金
な
どど

ご利用くださご利用くださいい

認証保育所・
保育室・
家庭福祉員

ご存じですご存じですかか

国民健康保険税を
滞納した場合の
特別措置

学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学
校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校
給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給
食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食
費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費

学
校
給
食
費
のののののののののののののののののののののの

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納
めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ
忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
ははははははははははははははははははははは
あああああああああああああああああああああ
りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり
ままままままままままままままままままままま
せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん

　
　
　

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
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縦
覧
を
実
施
し
ま
す

小
金
井
久
留
米
線
沿
道
中
央
町
地
区
地
区
計
画
、

都
市
計
画
用
途
地
域
、
高
度
地
区
、
防
火
地
域

及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
（
案
）


